
一

、

二

〇

〇

〇

年

度

総

括

 

 
 

 
 
 

 
 

（

二

〇

〇

〇

年

六

月

～

二

〇

〇

一

年

五

月

）

 

 (

一

)

、

本

年

度

は

、

自

民

党

森

政

権

に

見

ら

れ

た

よ

う

に

、

そ

の

 

腐

敗

堕

落

が

政

・

官

・

財

を

は

じ

め

、

司

法

、

警

察

、

さ

ら

に

国

 

民

の

精

神

、

倫

理

を

蝕

む

ほ

ど

に

目

に

余

る

状

況

と

な

っ

た

。

と

 

っ

く

の

昔

に

自

民

党

は

倒

壊

し

跡

形

も

な

く

な

っ

て

い

る

筈

の

と

 

こ

ろ

、

公

明

、

保

守

党

を

抱

き

込

む

こ

と

に

よ

っ

て

、

自

民

本

流

 

の

目

差

す

目

標

に

向

か

っ

て

本

性

丸

出

し

の

突

進

を

開

始

し

た

。

 

そ

の

目

標

は

何

か

？

 

 

一

つ

は

、
「

君

が

代

」
「

日

の

丸

」

を

国

歌

・

国

旗

と

す

る

法

 

律

を

成

立

さ

せ

る

こ

と

に

よ

っ

て

い

「

天

皇

中

心

の

国

家

主

義

」

 

を

目

差

し

て

い

る

こ

と

が

明

ら

か

に

な

っ

た

こ

と

。

も

う

一

つ

は

、

 

周

辺

事

態

関

連

法

を

成

立

さ

せ

「

戦

争

で

き

る

国

」

と

し

た

こ

と

 

か

ら

、

平

和

憲

法

「

前

文

」
、
「

第

九

条

」

と

の

決

定

的

矛

盾

が

 

誰

の

目

に

も

明

ら

か

に

露

呈

し

た

た

め

、

こ

の

矛

盾

を

解

消

し

て

 

堂

々

と

「

戦

争

で

き

る

国

」

に

す

る

た

め

、

遮

二

無

二

憲

法

調

査

 

会

を

作

り

、

第

九

条

改

正

を

タ

ー

ゲ

ッ

ト

に

国

会

運

営

を

開

始

し

 

た

こ

と

で

あ

る

。

 

 (

二

)

、

こ

れ

に

対

し

、

我

々

は

「

平

和

行

進

」

の

チ

ラ

シ

配

布

、
 

マ

イ

ク

宣

伝

を

通

し

て

こ

れ

に

抵

抗

し

、

平

和

憲

法

を

堅

持

し

、
 

生

か

す

訴

え

を

行

っ

て

き

た

(

六

月

で

四

一

二

回

目

)

。

平

和

憲

法

 

の

定

め

は

「

君

が

代

」

で

は

な

く

「

民

が

代

(

国

民

主

権

)

」

で

あ

 

る

こ

と

、
「

戦

争

す

る

国

」

で

は

な

く

「

戦

争

を

し

な

い

国

」

で

 

あ

る

こ

と

、
「

盗

聴

す

る

国

」

で

は

な

く

「

基

本

的

人

権

を

尊

重

 

す

る

国

」

で

あ

る

こ

と

、
「

日

米

軍

事

同

盟

強

化

」

で

は

な

く

、

 

「

全

て

の

国

と

平

和

友

好

」

関

係

を

結

ぶ

こ

と

等

を

訴

え

て

き

た

。

 

 (

三

)

、

こ

の

よ

う

な

危

機

に

対

し

て

我

々

は

四

者

会

議

（

構

成

団

 

体

は

、

連

帯

す

る

労

組

会

議

、

静

岡

県

西

部

地

区

平

和

遺

族

会

、

 

社

民

党

・

浜

松

支

部

、

浜

松

市

憲

法

を

守

る

会

）

を

立

ち

上

げ

て

 

か

ら

、
「

経

過

報

告

」

に

あ

る

通

り

、

交

渉

、

要

請

、

講

演

会

、

 

学

習

会

、

抗

議

文

、

公

開

質

問

状

の

提

出

な

ど

、

さ

ま

ざ

ま

な

行

 

動

を

行

い

持

て

る

力

を

出

し

合

っ

て

戦

っ

て

き

た

。

 

  

二

、

世

界

の

情

勢

 

 (

一

)

米

国

で

は

ブ

ッ

シ

ュ

大

統

領

が

就

任

し

て

か

ら

、

自

分

の

気

 

に

入

ら

ぬ

国

を

再

び

「

な

ら

ず

者

国

家

」

と

呼

び

始

め

、

北

朝

鮮

 

や

中

国

近

海

の

偵

察

活

動

を

強

化

す

る

な

ど

、

軍

事

的

挑

発

的

な

 

言

動

が

目

に

余

る

よ

う

に

な

っ

た

。

米

偵

察

機

が

中

国

の

戦

闘

機

 

と

接

触

す

る

と

い

う

事

件

は

こ

う

し

て

起

き

た

。

 

 



(
二

)

今

、

米

国

で

は

、

本

土

ミ

サ

イ

ル

防

衛

（

Ｎ

Ｍ

Ｄ

）

と

、

海

 
外

駐

留

米

軍

や

日

本

な

ど

同

盟

国

を

守

る

た

め

の

戦

域

ミ

サ

イ

ル

 

防

衛

（

Ｔ

Ｍ

Ｄ

）

な

ど

の

弾

道

ミ

サ

イ

ル

防

衛

（

Ｂ

Ｍ

Ｄ

）

を

、

 

日

米

共

同

研

究

し

、

こ

れ

を

海

上

に

配

備

す

る

シ

ス

テ

ム

の

開

発

 

に

熱

心

に

取

り

組

み

つ

つ

あ

る

。

こ

れ

は

米

本

土

に

届

く

核

ミ

サ

 

イ

ル

を

、

北

朝

鮮

、

イ

ラ

ン

、

さ

ら

に

は

中

国

が

、

多

量

に

作

る

 

の

で

は

な

い

か

？

こ

の

恐

怖

感

が

先

行

し

て

、

和

平

関

係

を

築

く

 

よ

り

も

、

偵

察

や

ミ

サ

イ

ル

防

衛

開

発

へ

と

向

か

わ

せ

て

い

る

と

 

考

え

ら

れ

る

。

 

 

こ

う

い

う

中

で

、

日

本

は

世

界

一

の

借

金

国

で

あ

り

な

が

ら

日

 

米

安

保

体

制

の

強

化

の

た

め

、

共

同

研

究

に

一

層

深

く

取

り

込

ま

 

れ

て

し

ま

っ

た

。

こ

の

種

の

弾

道

迎

撃

シ

ス

テ

ム

の

研

究

開

発

は

 

こ

れ

ま

で

す

べ

て

失

敗

し

て

き

た

こ

と

は

周

知

の

事

実

で

あ

る

。

 

 

五

月

三

十

日

付

朝

日

新

聞

朝

刊

に

「

意

味

を

失

う

、

ミ

サ

イ

ル

 

防

衛

研

究

」

と

い

う

題

で

、

こ

の

計

画

に

警

告

を

発

し

て

い

る

。

 

 

こ

の

計

画

に

対

し

、

ロ

シ

ア

、

中

国

を

は

じ

め

Ｅ

Ｕ

さ

え

も

、

 

国

際

関

係

を

冷

戦

へ

逆

戻

り

さ

せ

、

再

び

軍

拡

競

争

の

破

局

へ

と

 

世

界

を

引

き

込

む

も

の

と

し

て

反

対

を

表

明

し

て

い

る

。

 

 (

三

)

ブ

ッ

シ

ュ

大

統

領

に

な

っ

て

、

世

界

各

国

が

何

年

も

か

け

て

、

 

や

っ

と

辿

り

つ

い

た

炭

酸

ガ

ス

排

出

量

削

減

の

京

都

議

定

書

を

一
 

方

的

に

破

棄

し

、

米

国

の

国

益

に

か

な

う

新

た

な

提

案

を

行

う

と
 

い

う

暴

挙

に

出

た

こ

と

。

 

 (

四

)

米

国

は

超

経

済

大

国

で

あ

り

な

が

ら

、

国

連

分

担

金

を

さ

ぼ

 

り

、

累

計

で

は

莫

大

な

滞

納

を

平

然

と

行

っ

て

い

る

こ

と

。

 

 (

五

)

核

問

題

で

も

、

イ

ス

ラ

エ

ル

の

核

開

発

・

核

保

有

は

世

界

の

 

常

識

と

な

っ

て

い

る

が

、
「

見

て

見

ぬ

ふ

り

」

を

決

め

込

む

米

国

 

が

、

ア

ラ

ブ

諸

国

や

イ

ラ

ン

・

パ

キ

ス

タ

ン

・

イ

ン

ド

・

北

朝

鮮

 

な

ど

の

核

開

発

の

動

き

に

対

し

て

は

、

神

経

質

な

ま

で

の

警

戒

心

 

を

示

す

と

い

う

、

友

好

国

と

非

友

好

国

の

間

に

二

重

基

準

を

設

け

 

て

い

る

た

め

、

い

さ

さ

か

の

説

得

力

も

持

た

な

い

状

況

と

な

り

つ

 

つ

あ

る

こ

と

。

 

 (

六

)

米

国

の

武

器

輸

出

は

、

世

界

の

中

で

ダ

ン

ト

ツ

で

、

中

で

も

 

日

本

が

お

得

意

さ

ん

で

あ

る

こ

と

は

Ａ

Ｗ

Ａ

Ｃ

Ｓ

・

空

中

給

油

機

 

を

あ

げ

る

だ

け

で

も

一

目

瞭

然

で

あ

る

。

世

界

一

の

「

死

の

商

人

」

 

は

誰

か

は

、

世

界

各

国

が

知

っ

て

い

る

。

そ

の

よ

う

な

米

国

と

日

 

米

安

保

軍

事

同

盟

締

結

し

て

い

る

我

が

国

の

将

来

は

、

実

に

暗

た

 

ん

た

る

も

の

が

あ

る

。

 

 (

七

)

米

国

は

、

中

国

や

北

朝

鮮

、

イ

ラ

ク

そ

の

他

の

非

友

好

国

に

 

対

し

て

、

事

あ

る

毎

に

「

人

権

」

を

持

ち

出

し

て

相

手

を

非

難

し

、

 

外

交

の

カ

ー

ド

に

し

て

い

る

。

し

か

し

米

国

自

身

、

す

で

に

こ

れ

 



ま

で

述

べ

た

こ

と

を

含

め

て

、

果

た

し

て

人

権

尊

重

の

国

で

あ

る

 
か

は

大

き

な

疑

問

で

あ

る

。

 

 

個

人

が

自

衛

の

た

め

銃

を

保

有

す

る

権

利

は

認

め

つ

つ

、

そ

の

 

乱

用

に

よ

っ

て

一

年

間

に

約

一

万

人

の

犠

牲

者

(

死

者

)

の

平

和

生

 

存

権

(

最

大

の

人

権

)

が

保

障

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

を

考

え

た

だ

け

 

で

も

決

し

て

「

人

権

」

を

口

に

出

来

る

米

国

と

は

言

え

な

い

。

 

 

無

抵

抗

の

黒

人

を

警

官

が

殴

打

す

る

人

権

侵

害

も

多

発

し

て

い

 

る

。

こ

の

よ

う

な

身

勝

手

な

自

称

「

人

権

国

」

の

米

国

に

対

し

て

、

 

国

連

人

権

委

員

会

で

は

、

最

近

行

わ

れ

た

選

挙

に

よ

っ

て

米

国

の

 

委

員

が

落

選

し

、

メ

ン

バ

ー

か

ら

は

ず

さ

れ

る

と

い

う

事

態

が

起

 

き

て

い

る

の

で

あ

る

。

 

 (

八

)

ア

メ

リ

カ

は

、

常

に

善

玉

で

、

正

義

・

平

和

愛

好

国

だ

と

自

 

ら

も

信

じ

込

ん

で

い

る

し

、

さ

ら

に

日

本

の

政

治

家

・

役

人

・

多

 

く

の

国

民

も

信

じ

て

い

る

ら

し

い

が

、

い

つ

の

日

か

、

ア

ジ

ア

か

 

ら

も

、

さ

ら

に

は

全

世

界

か

ら

総

ス

カ

ン

を

食

ら

う

と

き

が

く

る

 

の

で

は

な

い

か

。

 

 (

九

)

人

類

(

特

に

先

進

国

)

の

欲

望

を

満

た

す

た

め

に

、

科

学

技

術

 

の

驚

異

的

な

進

歩

が

も

た

ら

さ

れ

、

そ

の

結

果

、

先

進

国

は

便

利

 

で

快

適

に

な

っ

た

が

、

そ

の

代

償

と

し

て

、

目

に

見

え

ぬ

有

害

物
 

質

が

地

球

上

に

蓄

積

さ

れ

、

環

境

破

壊

や

汚

染

や

温

暖

化

を

生

み
 

出

し

た

。

 

 

ま

た

、

人

口

増

加

、

南

北

問

題

、

食

料

、

水

、

資

源

の

乱

用

に

 

よ

る

枯

渇

の

問

題

、

さ

ら

に

情

報

化

社

会

や

遺

伝

子

操

作

、

医

学

 

上

の

バ

イ

オ

・

エ

シ

ッ

ク

ス

(

生

命

倫

理

問

題

)

な

ど

な

ど

。

 

 

こ

れ

ら

を

放

置

す

れ

ば

、

遠

か

ら

ず

人

類

は

自

ら

破

滅

す

る

こ

 

と

に

な

ろ

う

。

こ

れ

を

回

避

す

る

道

は

、

軍

備

、

国

益

追

求

を

や

 

め

、

人

類

が

一

致

協

力

し

て

対

処

す

る

し

か

な

い

の

で

あ

る

。

 

  

三

、

国

内

情

勢

 

  

本

年

度

の

総

括

や

、

国

際

情

勢

の

中

で

、

重

要

な

点

は

触

れ

て

 

き

た

。

特

に

小

泉

首

相

が

登

場

し

て

か

ら

、

国

内

情

勢

は

が

ら

り

 

と

変

化

し

た

よ

う

に

見

え

る

が

、

そ

の

本

質

に

お

い

て

は

、

一

層

 

危

険

な

方

向

(

自

民

党

の

政

治

目

標

)

へ

強

力

な

推

進

力

が

与

え

ら

 

れ

た

と

解

す

べ

き

で

あ

ろ

う

。

即

ち

、

彼

は

、

自

民

党

の

行

き

詰

 

ま

り

を

打

破

し

て

、

彼

ら

(

自

民

党

)

の

政

治

目

的

を

達

成

す

る

た

 

め

に

現

れ

た

ア

イ

ド

ル

的

英

雄

で

は

あ

る

が

、

日

本

を

正

し

く

導

 

く

人

物

で

は

な

い

の

で

あ

る

。

 

 

彼

の

本

質

は

世

界

人

類

が

最

も

そ

の

実

現

を

願

っ

て

い

る

憲

法

 

第

九

条

(

非

武

装

・

戦

争

放

棄

の

普

遍

的

真

理

)

を

改

正

し

て

、

自

 

衛

隊

を

軍

隊

と

し

て

認

知

し

、

集

団

自

衛

権

を

行

使

す

る

こ

と

を

 

可

能

に

し

よ

う

と

し

て

い

る

。

次

の

段

階

は

徴

兵

制

が

若

者

を

待

 



ち

う

け

て

い

る

で

あ

ろ

う

。

 

 
ま

た

、

靖

国

神

社

が

過

ぐ

る

侵

略

戦

争

を

聖

戦

と

し

て

美

化

し

 

戦

争

遂

行

の

精

神

的

支

柱

と

し

て

の

役

割

を

十

全

に

果

た

し

た

戦

 

争

用

の

神

社

で

あ

っ

た

歴

史

的

事

実

に

目

を

つ

ぶ

り

、

さ

ら

に

戦

 

後

の

憲

法

体

制

の

下

に

お

け

る

宗

教

法

人

法

に

よ

る

「

特

定

宗

教

 

法

人

」

で

あ

る

こ

と

を

百

も

承

知

し

な

が

ら

、

敢

え

て

違

憲

（

政

 

教

分

離

・

信

教

の

自

由

違

反

）

で

あ

る

公

式

参

拝

を

強

行

し

よ

う

 

と

す

る

と

こ

ろ

に

彼

の

本

質

が

余

す

と

事

無

く

露

呈

さ

れ

て

い

る

 

の

で

あ

る

。

 

 

し

か

も

悲

し

い

こ

と

に

、

国

民

の

８

４

％

が

彼

を

支

持

し

て

い

 

る

事

実

は

、

か

つ

て

独

裁

者

ヒ

ッ

ト

ラ

ー

を

、

圧

倒

的

に

支

持

し

 

た

ド

イ

ツ

国

民

の

姿

を

彷

彿

と

さ

せ

る

の

で

あ

る

。

 

 

気

が

つ

い

て

み

た

ら

「

天

皇

を

中

心

と

す

る

全

体

主

義

・

軍

事

 

主

義

・

国

宗

神

道

の

国

」

に

変

貌

し

て

い

る

で

あ

ろ

う

。

我

々

は

、

 

そ

う

な

ら

な

い

う

ち

に

彼

の

恐

る

べ

き

本

質

を

国

民

の

前

に

あ

ば

 

き

、

抵

抗

し

、

平

和

憲

法

の

主

権

、

人

権

、

平

和

を

守

り

ぬ

か

な

 

く

て

は

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

 

 

四

、

具

体

的

な

活

動

方

針

 

 

（

一

）
「

憲

法

」

は

、

権

力

を

抑

制

し

、

個

人

の

人

権

・

自

由

・
 

 
 

権

利

を

守

る

ト

リ

デ

で

あ

る

こ

と

を

啓

発

し

、

宣

伝

し

て

、
 

 
 

市

民

に

自

覚

を

促

す

。

 

 

（

二

）

森

前

首

相

の

「

日

本

は

、

天

皇

中

心

の

神

の

国

」

発

言

に

 

 
 

対

し

「

日

本

は

国

民

中

心

の

民

の

国

」

で

あ

る

こ

と

を

、

よ

 

 
 

り

鮮

明

に

し

、

国

民

主

権

を

堅

持

す

る

運

動

を

強

化

す

る

。

 

 

（

三

）

一

昨

年

、

Ｎ

Ｇ

Ｏ

主

催

の

ハ

ー

グ

平

和

会

議

は

、

日

本

国

 

 
 

憲

法

第

九

条

を

手

本

に

す

る

こ

と

を

国

連

に

提

案

し

た

。

こ

 

 
 

の

機

会

を

逃

さ

ず

、

国

際

的

に

運

動

を

広

げ

る

手

だ

て

を

探

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

り

、

更

に

、

こ

の

第

九

条

を

世

界

に

広

め

る

努

力

を

始

め

る

。

 

 

（

四

）

国

際

的

に

も

、

国

内

的

に

も

、

行

き

詰

ま

り

つ

つ

あ

る

状

 

 
 

況

を

突

破

す

る

の

は

、

こ

れ

ま

で

の

力

の

政

策

を

百

八

十

度

 

 
 

転

換

し

て

、

憲

法

第

九

条

の

非

武

装

・

戦

争

放

棄

し

か

、

道

 

 
 

が

残

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

を

、

政

府

や

国

民

に

訴

え

続

け

て

 

 
 

い

く

。

ま

た

、

こ

れ

を

実

行

で

き

る

真

の

護

憲

勢

力

の

結

集

 

 
 

に

も

努

力

す

る

。

こ

の

た

め

市

民

、

特

に

若

者

た

ち

の

心

に

、

 

 
 

平

和

の

灯

火

を

点

じ

、

我

々

の

運

動

へ

の

参

加

を

呼

び

掛

け

 

 
 

て

い

く

。

そ

の

た

め

の

母

胎

と

し

て

四

者

会

議

を

大

切

に

育

 

 
 

て

て

い

く

。

 

 

（

五

）

主

権

・

人

権

・

平

和

の

憲

法

感

覚

を

鋭

敏

に

し

、

憲

法

の

 

 
 

精

神

を

実

現

す

る

た

め

の

学

習

活

動

を

強

化

し

、

当

面

す

る

 



 
 

課

題

に

取

り

組

む

。

 

 
 

 
 

 
 

①

運

動

の

柱

と

し

て

、

今

後

も

憲

法

を

守

る

平

和

行

進

を

 

 
 

 
 

ね

ば

り

強

く

継

続

す

る

。

 

 
 

 
 

 
 

②

運

動

を

展

開

す

る

準

備

や

計

画

を

練

る

た

め

、

役

員

会

 

 
 

 
 

を

毎

月

一

回

開

催

す

る

。

ま

た

、

そ

の

際

、

可

能

な

限

 

 
 

 
 

り

「

ミ

ニ

学

習

」

を

行

う

。

 

 
 

 
 

 
 

③

会

員

増

加

は

、

急

務

で

あ

り

、

更

に

努

力

す

る

。

 

  
 

 

④

憲

法

を

学

ぼ

う

と

す

る

人

々

や

、

団

体

の

要

請

に

応

じ

 

 
 

 
 

て

講

師

を

派

遣

す

る

。

 

 
 

 
 

 
 

⑤

必

要

に

応

じ

て

、

具

体

的

に

行

動

し

、

講

演

会

や

そ

の

 

 
 

 
 

他

の

催

し

を

企

画

し

、

実

行

す

る

。

 

 
 

 
 

 
 

⑥

当

面

、

防

衛

費

の

大

幅

削

減

（

目

標

は

全

廃

）

と

、

海

 

 
 

 
 

外

派

兵

阻

止

、

Ａ

Ｗ

Ａ

Ｃ

Ｓ

の

撤

去

、

空

中

給

油

機

の

 

 
 

 
 

配

備

阻

止

の

た

め

に

全

力

を

傾

け

る

。

 

 
 

 
 

 
 

⑦

我

が

国

に

、

ま

ず

憲

法

第

九

条

を

実

現

し

、

同

時

に

第

 

 
 

 
 

九

条

を

世

界

に

輸

出

す

る

こ

と

に

努

力

し

、

世

界

の

軍

 

 
 

 
 

備

全

廃

を

目

指

す

。

 

 
 

 

⑧

政

府

や

国

民

に

、

過

ぐ

る

侵

略

戦

争

へ

の

反

省

・

謝

罪

 

 
 

 
 

・

補

償

の

重

要

性

を

訴

え

る

と

共

に

、

反

戦

平

和

の

た

 

 
 

 
 

め

に

立

ち

上

が

る

よ

う

に

訴

え

る

。

 

 
 

 
 

 
 

⑨

国

連

Ｎ

Ｇ

Ｏ

（

非

政

府

組

織

）

と

連

帯

す

る

。

 

 
 

 

⑩

二

・

一

一

集

会

（

信

教

の

自

由

を

守

る

集

会

）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

五

・

 

三

 

集

会

（

憲

法

記

念

日

）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

六

・

一

八

集

会

（

浜

松

大

空

襲

）

 

 
 

 
 

八

・

一

五

集

会

（

敗

戦

記

念

日

）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

＊

こ

れ

ら

は

、

場

合

に

よ

っ

て

は

、

他

の

市

民

団

体

と

 

 
 

 
 

 

協

力

し

、

集

会

や

宣

伝

活

動

を

行

う

。

 

 
 

 
 

 
 

⑪

平

和

遺

族

会

、

護

憲

勢

力

、

平

和

問

題

研

究

所

、

そ

の

 

 
 

 
 

他

、

生

命

と

暮

ら

し

を

守

る

市

民

団

体

・

民

主

団

体

と

 

 
 

 
 

連

帯

し

、

力

量

に

応

じ

て

協

力

し

合

う

。

 

 
 

 
 

 
 

⑫

浜

松

基

地

を

め

ぐ

る

諸

問

題

（

騒

音

対

策

、

航

空

祭

、

 

 
 

 
 

ブ

ル

ー

イ

ン

パ

ル

ス

、

航

空

博

物

館

の

監

視

な

ど

）

に

 

 
 

 
 

対

応

し

、

最

終

的

に

は

基

地

を

撤

去

し

て

、

平

和

 

 
 

都

市

・

浜

松

の

実

現

に

努

力

す

る

。

 

 
 

 
 

 
 

⑬

「

新

靖

国

法

案

」

を

阻

止

す

る

と

共

に

、

静

霊

奉

賛

会

 

 
 

 
 

と

護

国

神

社

と

の

ゆ

着

を

め

ぐ

る

憲

法

違

反

に

メ

ス

を

 

 
 

 
 

入

れ

、

政

教

分

離

・

信

教

の

自

由

の

原

則

に

戻

す

た

め

、

 

 
 

 
 

平

和

遺

族

会

と

共

に

努

力

す

る

。

 

 
 

 

⑭

主

権

者

と

し

て

、

政

府

や

自

治

体

に

対

し

、

問

題

発

生

 

 
 

 
 

の

度

毎

に

抗

議

文

・

要

請

文

等

を

送

付

し

、

場

合

に

よ

 

 
 

 
 

っ

て

は

、

直

接

交

渉

な

ど

を

行

う

。

 


